
令和４年度

第２回 東成区教育会議
令和５年２月２８日（火）19:00 ～

大阪市東成区役所



次 第

１．開 会

２．東成区担当教育次長（東成区長）あいさつ

３．令和５年度 東成区教育関連事業について

４．委員の任命期間について

５．その他
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３．令和５年度 東成区教育関連事業について

事 業 名

① 電子書籍を活用した読書活動推進事業

② 民間事業者を活用した課外学習事業

③ 子どもたちの「生きる力」育み支援事業

④ 国際理解推進事業

⑤ 地域と連携した学校におけるＳＤＧｓ推進事業

⑥ 「東成区の地域資源」魅力発信事業
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3-① 電子書籍を活用した読書活動推進事業

小中学校向けの電子書籍定額サービスを導入し、学校と連携

しながら、児童や生徒へ配付されている学習用端末等を活用し

た読書環境の整備を図ることで、読書習慣の定着を支援すると

ともに、自宅等での電子書籍による読書活動を促進する。
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【令和４年度実績】

・東成区内小学校の５・６年生及び中学校の全生徒にサービス

利用のためのＩＤを配付

・利用実績（令和４年４月～令和５年１月）

【中学生】利用率：27.6％ ※一人当たり約2.3冊

【小学生】利用率：53.8％ ※一人当たり約9.9冊

【令和５年度予定】

・引き続き、電子書籍読み放題サービスを導入し、読書環境の

整備を図っていく。

・読書活動の推進には、電子書籍と紙の書籍の併用が有効であ

ることから、学校図書館との連携を進めるなど、積極的に読

書習慣定着に向けた取り組みを進める。



3-② 民間事業者を活用した課外学習事業
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生徒の基礎学力向上と学習習慣の

形成を支援するため、学習塾等を経

営する民間事業者と連携しながら、

区内の中学校において「放課後課外

学習事業」を実施し、生徒の自主学

習を支援する。

また、大阪市習い事・塾代助成事

業（月１万円の助成）の利用を可能

とすることで、対象となる世帯の負

担軽減を図る。
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【令和４年度実績】

・株式会社トライグループと、令和６年度までの協定を締結

・東成区内の３中学校（東陽・相生・本庄）において、受講生の

習熟度に応じた学力向上及び学習習慣の形成を図るための課外

学習事業を実施

・学校の長期休暇中（夏期・冬期・春期）に特別講習を開催し、

直前の学期の総復習による弱点の克服、新学期への不安解消等

を行った

【令和5年度予定】

・昨年度に引き続き、株式会社トライグループによる課外学習事

業を区内３中学校で実施

・学校の長期休暇中（夏期・冬期・春期）に特別講習を開催



3-③ 子どもたちの「生きる力」育み支援事業

「誰ひとり取り残さない社会」の実現に向けて、児童生徒が健

やかに成長し、様々な活動を通じて、自らの可能性等を認識しな

がら、自分らしく生きる力を身につけることができるよう、学校

施設を利用した「心の居場所づくり」に取り組む。

また、大阪市習い事・塾代

助成事業（月１万円の助成）

の利用を可能とすることで、

対象となる世帯の負担軽減を

図る。
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【令和５年度予定】

㋐ 実施計画

・事業運営方法の検証等を行うためのモデル事業として実施

・民間事業者を活用した課外学習事業と同様に、当区と事業者

の間で協定を締結し、双方が連携して実施

・学校施設を利用して、「学習支援」「ダンス教室」「運動教

室（ドッヂボール等）」等を週１回開催

・実施状況等を踏まえながら、次年度以降の計画等を決定

㋑ 実施場所

大阪市立中道小学校、大阪市立中本小学校

㋒ 利用対象

小学校５年生から中学校３年生までの児童生徒



3-④ 国際理解推進事業
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社会のグローバル化の進展に伴い、世界の諸問題を自身の課題

と捉え、取り組むことができる人材育成が求められている中、児

童生徒の国際理解の推進を図ることを目的とする。また、東成区

内には、外国にルーツを持つ児童・生徒が多数在籍していること

から、多文化理解の推進を図る。
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【令和４年度実績】

・児童生徒の国際理解の推進に資するため、独立行政法人国際協

力機構（ＪＩＣＡ）等と連携し、各小中学校において、海外ボラ

ンティア経験者、海外留学生等による出前講座を実施しました。

・実施件数：１0校、延１4回

【令和５年度予定】

引き続き、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）等と連携し、

海外ボランティア経験者や海外留学生による出前講座、海外技術

研修員との交流など、児童生徒のボランティア活動についての理

解や国際理解の推進に資する事業を実施します。



3-⑤ 地域と連携した学校におけるＳＤＧｓ推進事業
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の内容は、どれも「人が生きて

いくこと」と関連しており、人権がベースにある。そこで、東成

区内の小中学校や地域団体等と連携しながら、平和学習や人権啓

発等に取り組むことで、児童生徒並びに保護者のＳＤＧｓへの理解

をより深める。

【令和４年度実績】

・東成区内小学校６年生の児童を

対象に、語り部による戦争体験

談や東成区内の身近な戦争遺産

等を収録したＤＶＤを利用して

平和学習会を開催
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・東成区内３中学校の生徒を対象にウクライナに駐在する国連職

員を講師に招き、キャリア教育と平和学習をテーマにした学習

会をオンラインで開催

・ＳＮＳ等における子どもたちの

人権問題に対応するため、漫画

形式の啓発冊子を順次作成し、

学校授業等で活用

令和２年度：小学校高学年用

令和３年度：中学生用

令和４年度：小学校低学年用

【令和５年度】

引き続き、平和学習会の開催や人権啓発活動等に取り組む



3-⑥ 「東成区の地域資源」魅力発信事業
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工場見学やものづくり体験など、子どもたちがものづくり企業

と触れ合う機会を提供することで、ものづくりへの興味や関心を

喚起し、将来の進路を考えるきっかけづくりとする。

【令和４年度実績】

東成こどもモノづくり体験フェスタ開催

開 催 日：令和５年２月18日

対 象 者：小学生（保護者同伴）

来場者数：約1,000名

【令和５年度予定】

工場見学会やものづくり体験イベント等を企画開催



４．東成区教育会議委員の任命期間について
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東成区教育会議開催要綱第３条第５項により、委員の任期は２

年となっている。

① 東成区教育会議開催要綱第３条第５項（抜粋）】

委員の任期（第３条第１項の規定により業務を委託する期

間をいう。以下同じ。）は、２年とする。

② 現委員の任命期間の延長について

現委員の任期は、令和５年３月３１日までの約１年5ヶ月と

なっている。そこで、現委員の任期を２年まで延長したい。

現 行：令和３年10月15日 ～ 令和５年３月31日

延長後：令和３年10月15日 ～ 令和５年10月14日


